
令和７年 11月 14日 

保護者様 

唐津市立成和小学校 

校長  藤田 郁夫 

給食着の「個人所有のエプロン」への移行について 

向寒の候、保護者の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より

本校の教育活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、給食配膳時に使用している白衣、帽子、給食袋につきましては、本校ではこれまで児童共用の

ものを使用してまいりましたが、ＰＴＡや職員間で検討を重ねた結果、以下の要領で、個人所有のエプ

ロンに移行することにいたしました。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いたします。 

 

１ 理由 

・共用の給食着の劣化。 

・給食着の共用による感染症拡大等の防止。 

・洗剤や柔軟剤に含まれる化学物質や香料による化学物質過敏症や収穫過敏症対策。 

・保護者による洗濯の方法や補修についての課題。 

・欠席や忘れ物による給食着の引継ぎができないことへの対策。 

 

２ 開始日 

 ・令和８年１月９日（金） ※令和７年度３学期から 

 

３ 個人エプロン等について 

以下のものについて各家庭でご準備ください。市販のものでも、手作りでも、学校注文で購入したも

のでも構いません。色や柄等は特に定めません。当番のある週の初めに持たせてください。当番終了

後、週末に持ち帰ります。必ず記名をお願いします。※裏面に学校注文についての詳細を示します。 

 ○エプロン（スモッグも可） 

 ・胸部まで覆うものとします。腰で縛り、足だけを覆うものは避けてください。 

・自分で着脱できるもの。※低学年のお子さんはご家庭で着脱の練習をしてください。 

 ○給食帽（三角巾） 

・髪の毛を全て入れて使用します。（異物混入防止のため） 

 ・自分で着脱できるもの。（ゴム等で固定できるものがよい） 

 ・バンダナ等で、自分で結べないものは避けてください。 

 ○マスク 

 ・これまでのものと変わりません。 

 ○エプロン等を入れる袋 

 ・体操服袋と同じようなもので、フックにかけられるものをご準備ください。 

 

 ※個人エプロンを忘れた場合は、共用の白衣をお貸しします。その場合、ご家庭で洗濯とアイロン

をして、学校までご返却ください。 

 ※６年生で、卒業までの期間、共用の給食着の継続を希望されるところは、学校（担任）までお申

し出ください。 



裏面資料 

給食エプロン等の学校注文について 

  給食エプロン、給食帽、マスク、エプロンを入れる袋等を、学校注文で購入希望の方は、注文用封

筒を用意していますので、学校（担任）までお申し出下さい。バラ売り（給食帽のみ等）や、セット

購入、複数購入も可能です。 

（購入の手順） 

① 学校（担任）から、注文用の封筒をもらう。 

② 封筒に、購入希望の商品・色・申し込み数等を明記する。 

③ 代金を封筒に入れて、学校（担任）まで提出する。 

④ 商品が届いたら、お子様を通してお渡しします。 

 

 

※給食エプロン、給食帽（三角巾）については、自分で着脱できないもの、髪の毛を全て入れ

られないものは持たせないでください。特に、給食帽（三角巾）については、バンダナ等を使

う場合は、一人で着脱できることを確認して持たせてください。 

給食帽（三角巾）を市販で購入、手作りされる場合のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考サイト（写真引用） https://shop.vity.co.jp/products/46540/ https://nuinavi.com/sankakukin 

【参考写真資料引用】 

「アーテック」カタログより 

👈値段やイメージの参考資

料です。 

商品注文の詳細は、注文用

封筒をご確認ください。 
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